
議案第30号 

 

   つくば市筑波ふれあいの里条例の一部を改正する条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和３年２月15日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青 

 

 

つくば市筑波ふれあいの里条例の一部を改正する条例 

 

つくば市筑波ふれあいの里条例（平成元年つくば市条例第46号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表の１の表中 

「 

  幼児 3,300円

                                    」 

を 

「 

  幼児 3,300円

市民 大人 3,300円午後３時から翌日の

午前10時まで１人１

泊（食事なし）につ

子供 2,200円

幼児 1,100円



市民

以外 

大人 4,400円き 

子供 3,300円

幼児 2,200円

                                    」 

に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

利用者からのニーズに基づき、新たに食事なし料金を追加するため、この条例案

を提出するものである。 



議案第30号資料 

 

つくば市筑波ふれあいの里条例（平成元年つくば市条例第46号）新旧対照表 

改正後 改正前 

本則・附則 （略） 本則・附則 （略） 

別表（第10条関係） 別表（第10条関係） 

１ 農林漁業体験実習館つくば １ 農林漁業体験実習館つくば 

区分 使用料 単位 

会議に使用する

場合 

（略） （略）（略） 

宿泊に使用する

場合 

市民 大人 4,400円午後３時から翌日の

午前10時まで１人１

泊（２食付き）につき

子供 3,300円

幼児 2,200円

市民

以外 

大人 5,500円

子供 4,400円

幼児 3,300円

市民 大人 3,300円午後３時から翌日の

午前10時まで１人１

泊（食事なし）につき

子供 2,200円

幼児 1,100円

市民

以外 

大人 4,400円

子供 3,300円

幼児 2,200円
 

区分 使用料 単位 

会議に使用する

場合 

（略） （略）（略） 

宿泊に使用する

場合 

市民 大人 4,400円午後３時から翌日の

午前10時まで１人１

泊（２食付き）につき

子供 3,300円

幼児 2,200円

市民

以外 

大人 5,500円

子供 4,400円

幼児 3,300円
 

備考 （略） 備考 （略） 

２―６ （略） ２―６ （略） 

 


